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第
一
章
　
総
　
　
　
則

第
一
条
　
本
会
は
旭
水
会
と
称
す
る
。

第
二
条
　
本
会
は
事
務
局
を
秋
田
大
学
教
育
文
化
学
部
内
に
置
き
、
秋
田
県
内
各
郡
市

お
よ
び
県
外
に
支
部
を
置
く
。

　
　
　
二
　
事
務
局
・
支
部
に
関
す
る
規
程
は
別
に
定
め
る
。

　
　
第
二
章
　
目
的
お
よ
び
事
業

第
三
条
　
本
会
は
会
員
相
互
の
親
睦
を
図
り
、
合
わ
せ
て
母
校
の
発
展
と
教
育
・
文
化
・

地
域
の
振
興
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
四
条
　
本
会
は
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
次
の
事
業
を
行
う
。

⑴
　
会
員
の
親
睦
、
表
彰
、
慶
弔
に
関
す
る
こ
と

⑵
　
会
員
の
研
究
助
成
に
関
す
る
こ
と

⑶
　
会
報
、
会
員
名
簿
の
発
行
に
関
す
る
こ
と

⑷
　
そ
の
他
、
必
要
と
認
め
る
事
業

　
　
第
三
章
　
会
　
　
　
員

第
五
条
　
本
会
は
次
の
会
員
を
も
っ
て
組
織
す
る
。 

⑴
　
正
会
員

 

ア
、
秋
田
大
学
関
係
学
部
お
よ
び
そ
の
前
身
校
の
卒
業
者
お
よ
び
修
了
者

 

イ
、
そ
の
他
理
事
会
で
認
め
ら
れ
た
者

⑵
　
名
誉
会
員

　
正
会
員
で
理
事
会
で
認
め
ら
れ
た
者

⑶
　
準
会
員

ア
、
秋
田
大
学
関
係
学
部
在
学
の
者

⑷
　
特
別
会
員

ア
、
秋
田
大
学
関
係
学
部
教
職
員

 

イ
、
秋
田
大
学
関
係
学
部
お
よ
び
そ
の
前
身
校
の
旧
職
員
で
会
長
の
推

薦
し
た
者

 

ウ
、
本
会
の
趣
旨
に
賛
同
し
、
そ
の
発
展
に
寄
与
し
て
会
長
の
推
薦
し

た
者

第
六
条
　
会
員
の
会
費
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
納
入
規
程
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　
　
第
四
章
　
役
員
お
よ
び
顧
問
、
参
与

第
七
条
　
本
会
に
次
の
役
員
を
置
く
。

⑴ 

会
長 

一
名
　
⑵ 

副
会
長 

若
干
名

⑶ 

代
議
員 

若
干
名
　
⑷ 

理
事 

若
干
名

⑸ 

監
事 

三
名

第
八
条
　
会
長
は
代
議
員
会
で
正
会
員
よ
り
選
出
す
る
。
会
長
は
本
会
を
代
表
し
会
務

を
統
轄
す
る
。

第
九
条
　
副
会
長
は
代
議
員
会
で
正
会
員
よ
り
選
出
す
る
。副
会
長
は
会
長
を
補
佐
し
、

会
長
事
故
あ
る
と
き
、
ま
た
は
欠
け
た
と
き
は
会
長
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
た

順
に
従
い
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
。

第
十
条
　
代
議
員
は
別
に
定
め
る
代
議
員
の
選
出
規
程
に
基
づ
き
各
支
部
正
会
員
中
よ

り
選
出
す
る
。
代
議
員
は
代
議
員
会
を
構
成
し
本
会
の
重
要
事
項
を
議
決
す

る
。

第
十
一

条
　
理
事
は
会
長
が
正
会
員
中
よ
り
委
嘱
す
る
。
理
事
は
理
事
会
を
構
成
し
、
会

務
を
執
行
す
る
。

二
　
理
事
は
専
門
委
員
会
を
構
成
し
、
会
務
を
分
担
す
る
。

第
十
二

条
　
監
事
は
代
議
員
会
で
正
会
員
中
よ
り
選
出
す
る
。
監
事
は
本
会
の
会
計
を
監

査
す
る
。

第
十
三

条
　
役
員
の
任
期
は
二
か
年
と
し
再
任
を
妨
げ
な
い
。 

 

二
　
補
欠
と
し
て
選
任
さ
れ
た
役
員
の
任
期
は
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

第
十
四

条 

本
会
に
顧
問
お
よ
び
参
与
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
顧
問
お
よ
び
参
与
は

本
会
の
主
要
事
項
に
つ
い
て
会
長
の
諮
問
に
応
じ
る
。

二
　
顧
問
に
は
下
記
の
者
を
代
議
員
会
で
推
挙
す
る
。

 

⑴
　
秋
田
大
学
長
　
⑵
　
秋
田
大
学
関
係
学
部
長

 

⑶
　
秋
田
大
学
関
係
学
部
長
を
経
験
し
た
者

 

⑷
　
旭
水
会
会
長
を
経
験
し
た
者

 

⑸
　
正
会
員
ま
た
は
特
別
会
員
で
本
会
の
発
展
に
特
別
な
貢
献
を
し
た
者

 

三
　
参
与
に
は
正
会
員
ま
た
は
特
別
会
員
で
本
会
の
発
展
に
顕
著
な
貢
献
を
し

た
者
を
理
事
会
で
推
薦
す
る
。

　
　
第
五
章
　
会
　
　
　
議

第
十
五

条 
代
議
員
会
は
毎
年
一
回
以
上
会
長
が
招
集
し
、
過
半
数
の
出
席
を
も
っ
て
次

の
事
項
を
審
議
す
る
。
議
長
は
出
席
者
の
中
か
ら
選
出
し
、
議
決
は
出
席
者

の
過
半
数
に
よ
る
。

⑴
　
事
業
、
予
算
の
議
決
お
よ
び
事
業
、
決
算
の
承
認

⑵
　
顧
問
の
推
挙

秋
田
大
学
教
育
文
化
学
部
同
窓
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
会
　
則



― 53 ―

⑶
　
会
長
、
副
会
長
お
よ
び
監
事
の
選
出

⑷
　
会
則
の
改
廃

⑸
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

第
十
六

条 
理
事
会
は
必
要
に
応
じ
会
長
が
招
集
し
て
議
長
と
な
り
、
次
の
事
項
を
協
議

す
る
。

⑴
　
代
議
員
会
の
議
決
事
項
の
執
行

⑵
　
事
業
計
画
、
予
算
案
の
編
成
お
よ
び
事
業
報
告
、
決
算
報
告
書
の
作
成

⑶
　
正
会
員
の
認
定
お
よ
び
参
与
の
推
薦

⑷
　
積
立
金
（
基
本
金
・
運
用
金
）
の
運
用
及
び
処
理

⑸
　
付
属
規
程
の
改
廃

⑹
　
そ
の
他
必
要
な
会
務
の
処
理

第
十
七

条
　
支
部
長
会
は
必
要
に
応
じ
て
会
長
が
招
集
し
、
議
長
は
会
長
が
指
名
し
て
次

の
事
項
を
協
議
す
る
。

⑴
　
本
部
お
よ
び
支
部
の
活
動
に
関
す
る
こ
と

⑵
　
支
部
の
運
営
に
関
す
る
こ
と

⑶
　
会
員
の
表
彰
に
関
す
る
こ
と

⑷
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

　
　
第
六
章
　
会
　
　
　
計

第
十
八

条
　
本
会
の
経
費
は
会
費
、
寄
付
金
、
そ
の
他
の
収
入
を
も
っ
て
充
て
る
。

第
十
九

条
　
本
会
の
財
政
基
盤
を
強
固
に
す
る
た
め
基
本
金
お
よ
び
運
用
金
を
設
け
る
こ

と
が
で
き
る
。

 

二
　
基
本
金
お
よ
び
運
用
金
は
本
会
経
費
の
積
立
金
を
も
っ
て
充
て
、
会
長
が

管
理
す
る
。

第
二
十

条
　
本
会
の
会
計
年
度
は
毎
年
四
月
一
日
に
始
ま
り
、
翌
年
三
月
三
十
一
日
に
終

わ
る
。

附
則
　
　
本
会
則
は
昭
和
三
十
七
年
二
月
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

昭
和
四
十
三
年
十
月
五
日
一
部
改
正

昭
和
六
十
二
年
五
月
二
十
日
一
部
改
正

平
成
三
年
五
月
十
七
日
一
部
改
正

平
成
十
一
年
五
月
二
十
七
日
一
部
改
正

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
日
一
部
改
正

平
成
二
十
四
年
五
月
十
六
日
一
部
改
正

平
成
三
十
年
五
月
九
日
一
部
改
正

令
和
二
年
五
月
十
三
日
一
部
改
正

令
和
三
年
五
月
十
二
日
一
部
改
正

付
属
諸
規
程
お
よ
び
準
則

会 

費 

納 

入 

規 

程

第
一
条
　
こ
の
規
程
は
、
旭
水
会
会
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
会
費
納
入
に
つ
い
て
必

要
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

名
誉
会
員
の
会
費
は
徴
収
し
な
い
。
但
し
、
協
力
金
と
し
て
の
寄
付
は
こ
の

限
り
で
は
な
い
。

第
二
条
　
会
費
（
一
般
、
特
別
）
の
金
額
は
、
施
行
の
前
年
度
代
議
員
会
に
お
い
て
定

め
る
。

一
般
会
費
　
二
千
円
、
特
別
会
費
お
よ
び
協
力
金
は
随
意
。

入
学
時
納
入
の
同
窓
会
費
は
三
万
円
と
し
、
卒
業
ま
た
は
修
了
か
ら
十
五
年

分
の
会
費
に
充
て
る
。

第
三
条
　
一
般
会
費
は
毎
年
七
月
三
十
一
日
を
納
入
期
限
と
す
る
。

入
学
時
納
入
の
同
窓
会
費
は
一
括
納
入
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
条
　
病
気
ま
た
は
事
情
や
む
を
得
な
い
者
は
支
部
長
の
認
定
に
よ
り
会
費
を
免
除

す
る
こ
と
が
あ
る
。
会
費
を
免
除
し
た
者
に
つ
い
て
は
、本
部
に
報
告
す
る
。

附
則
　
　
昭
和
三
十
七
年
二
月
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

昭
和
四
十
年
二
月
二
十
七
日
一
部
改
正

昭
和
四
十
二
年
七
月
三
日
一
部
改
正

昭
和
四
十
八
年
六
月
二
日
一
部
改
正

昭
和
五
十
二
年
五
月
二
十
一
日
一
部
改
正

昭
和
五
十
五
年
五
月
二
十
一
日
一
部
改
正

昭
和
六
十
一
年
五
月
二
十
日
一
部
改
正

昭
和
六
十
二
年
五
月
二
十
日
一
部
改
正

昭
和
六
十
三
年
十
月
二
十
日
一
部
改
正

平
成
三
年
五
月
十
七
日
一
部
改
正

平
成
二
十
四
年
五
月
十
六
日
一
部
改
正

平
成
三
十
年
五
月
九
日
一
部
改
正

令
和
三
年
五
月
十
二
日
一
部
改
正

令
和
四
年
五
月
十
一
日
一
部
改
正
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代 

議 

員 

選 

出 

規 

程

第
一
条
　
こ
の
規
程
は
旭
水
会
会
則
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
代
議
員
選
出
に
つ
い
て

必
要
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条
　
各
支
部
の
代
議
員
の
数
は
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

 

⑴
　
秋
田
県
内
　
支
部
の
会
員
数
に
よ
っ
て
参
考
表
の
代
議
員
数
と
す
る
。
会

員
数
の
中
に
は
名
誉
会
員
を
含
む
。
代
議
員
数
の
変
更
は
支
部
概
況
報
告

の
翌
年
度
か
ら
と
す
る
。

 

⑵
　
秋
田
県
外
各
支
部
一
名
（
東
京
、
千
葉
）

　
　
参
考

第
三
条
　
代
議
員
は
選
出
さ
れ
た
支
部
か
ら
住
所
を
変
更
し
た
場
合
、
そ
の
資
格
を
失

う
。

附
則
　
　
昭
和
四
十
四
年
五
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

昭
和
六
十
二
年
五
月
二
十
日
一
部
改
正

平
成
三
年
三
月
十
七
日
一
部
改
正

平
成
四
年
五
月
二
十
二
日
一
部
改
正
（
第
二
条
）

平
成
十
七
年
五
月
十
八
日
一
部
改
正

平
成
十
八
年
五
月
十
九
日
一
部
改
正

令
和
二
年
五
月
十
三
日
一
部
改
正

令
和
三
年
五
月
十
二
日
一
部
改
正

支
　
部
　
規
　
程

第
一
条
　
こ
の
規
程
は
旭
水
会
会
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
支
部
に
つ
い
て
必
要
事

項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条
　
支
部
の
区
域
は
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

 

⑴
　
秋
田
県
内
～
鹿
角
市
お
よ
び
鹿
角
郡
、
大
館
市
・
北
秋
田
市
お
よ
び
北

秋
田
郡
、
能
代
市
お
よ
び
山
本
郡
、
潟
上
市
お
よ
び
南
秋
田
郡
、
男
鹿

市
、
秋
田
市
、
由
利
本
荘
市
・
に
か
ほ
市
、
大
仙
市
・
仙
北
市
お
よ
び

仙
北
郡
、
横
手
市
、
湯
沢
市
お
よ
び
雄
勝
郡

 

⑵
　
秋
田
県
外
～
各
都
道
府
県
の
範
囲
を
一
区
域
と
す
る
。

第
三
条
　
支
部
の
区
域
を
変
更
す
る
と
き
は
代
議
員
会
の
議
決
を
必
要
と
す
る
。

附
則
　
　
昭
和
三
十
七
年
二
月
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
三
年
五
月
十
七
日
一
部
改
正

平
成
十
七
年
五
月
十
八
日
一
部
改
正

平
成
十
八
年
五
月
十
九
日
一
部
改
正

事 

務 

局 

規 

程

第
一
条
　
こ
の
規
程
は
旭
水
会
会
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
事
務
局
に
つ
い
て
必
要

事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条
　
事
務
局
に
は
事
務
局
長
を
置
く
。

二
　
事
務
局
長
は
正
会
員
の
中
よ
り
会
長
が
委
嘱
す
る
。

第
三
条
　
事
務
局
長
は
会
長
の
指
示
に
従
い
会
務
に
従
事
す
る
と
と
も
に
本
会
所
属
の

施
設
、
文
書
、
記
録
、
印
章
お
よ
び
そ
の
他
の
財
産
の
保
管
に
あ
た
る
。

第
四
条
　
事
務
局
に
は
事
務
職
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
条
　
事
務
局
に
は
次
の
帳
簿
を
備
え
る
。

⑴ 

金
銭
出
納
簿
　
　
⑵ 

基
本
金
お
よ
び
運
用
金
台
帳

⑶ 

収
支
内
訳
簿
　
　
⑷ 

そ
の
他
必
要
な
帳
簿

附
則
　
　
昭
和
三
十
七
年
二
月
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
三
年
五
月
十
七
日
一
部
改
正

会 

員 

慶 

弔 

規 

程

第
一
条
　
こ
の
規
程
は
旭
水
会
会
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
会
員
の
慶
弔
に
つ
い
て
必

要
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条
　
次
に
該
当
す
る
会
員
に
は
、
慶
・
弔
の
意
を
表
す
る
も
の
と
し
、
細
部
に
つ

い
て
は
内
規
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

⑴
　
慶
祝
に
関
す
る
こ
と

 
ア
、
教
育
、
行
政
、
芸
術
、
芸
能
、
体
育
等
の
向
上
に
貢
献
し
た
者
に

祝
意
（
祝
電
、
祝
詞
）
を
表
す
る

支
部
の
会
員
数

代
議
員

一

二
千
人
以
上

八

二

千
人
以
上
～
二
千
人
未
満

七

三

八
百
人
以
上
～
千
人
未
満

六

四

六
百
人
以
上
～
八
百
人
未
満

五

五

四
百
人
以
上
～
六
百
人
未
満

四

六

四
百
人
未
満

三
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イ
、
そ
の
他
適
当
と
認
め
る
者

⑵
　
弔
慰
に
関
す
る
こ
と

 

ア
、
会
員
死
亡
の
と
き
は
、
会
長
名
で
弔
慰
（
弔
詞
、
弔
電
）
す
る

 

イ
、
会
長
ま
た
は
代
理
者
が
会
葬
し
、
弔
詞
を
呈
す
る
必
要
が
あ
る
と

き
は
、
協
議
の
上
決
定
す
る

附
則
　
　
昭
和
五
十
六
年
五
月
二
十
一
日
制
定

平
成
三
年
五
月
十
七
日
一
部
改
正

表
　
彰
　
規
　
程

第
一
条
　
こ
の
規
程
は
、
旭
水
会
会
則
第
四
条
の
表
彰
事
業
に
つ
い
て
必
要
事
項
を
定

め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条
　
表
彰
は
会
長
名
を
も
っ
て
行
い
、「
表
彰
状
お
よ
び
功
労
賞
」
と
す
る
。

第
三
条
　
表
彰
は
役
員
等
と
し
て
顕
著
な
功
労
の
あ
っ
た
個
人
お
よ
び
適
当
と
認
め
た

個
人
、
団
体
と
す
る
。

二
　
細
部
に
つ
い
て
は
別
に
定
め
る
内
規
に
よ
る
。

第
四
条
　
候
補
の
推
薦
は
、
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
、
支
部
長
か
ら
本
会
会
長
あ
て

行
う
。

二
　
本
会
会
長
も
推
薦
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
条
　
表
彰
者
の
内
定
は
、
選
考
委
員
会
が
行
い
、
決
定
は
支
部
長
会
が
行
う
。

二
　
選
考
委
員
会
の
構
成
は
、
正
副
会
長
、
理
事
、
事
務
局
長
と
す
る
。

第
六
条
　
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
内
規
と
し
て

別
に
定
め
る
。

附
則
　
　
平
成
八
年
五
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
一
年
五
月
二
十
七
日
一
部
改
正

平
成
十
八
年
五
月
十
九
日
一
部
改
正

平
成
二
十
七
年
五
月
十
三
日
一
部
改
正

研 

究 

助 

成 

規 

程

第
一
条
　
こ
の
規
程
は
、
旭
水
会
会
則
第
四
条
の
研
究
助
成
事
業
に
つ
い
て
必
要
な
事

項
を
定
め
る
。

第
二
条
　
次
に
該
当
す
る
も
の
を
研
究
奨
励
助
成
の
対
象
と
す
る
。

 

⑴
　
創
造
的
で
実
践
的
な
教
育
活
動
の
研
究
で
あ
る
こ
と

 

⑵
　
芸
術
・
文
化
及
び
体
育
な
ど
で
実
績
の
あ
る
活
動
で
あ
る
こ
と

第
三
条
　
助
成
額
は
別
に
定
め
る
内
規
に
よ
る
。

第
四
条
　
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
事
項
に
つ
い
て
は
別
に
定
め
る
。

附
則
　
　
平
成
十
七
年
五
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

専 

門 

委 

員 

会 

規 

程

第
一
条
　
こ
の
規
程
は
旭
水
会
会
則
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
専
門
委
員
会
に
つ
い

て
必
要
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条
　
委
員
会
に
は
「
総
務
委
員
会
・
広
報
委
員
会
・
組
織
委
員
会
」
を
置
く
。

二
　
必
要
に
応
じ
、
そ
の
他
の
委
員
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条
　
専
門
委
員
会
は
分
掌
会
務
に
つ
い
て
調
査
研
究
を
行
い
、
理
事
会
に
答
申
す

る
。

第
四
条
　
委
員
は
理
事
を
も
っ
て
こ
れ
に
充
て
る
。

　
　
　
二
　
各
専
門
委
員
会
に
は
、
互
選
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
委
員
長
一
名
、
副
委
員

長
一
名
を
置
き
会
長
が
こ
れ
を
委
嘱
す
る
。

附
則
　
　
こ
の
規
程
は
平
成
十
六
年
六
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

旭
水
会
支
部
規
約
準
則

第
一
条
　（
名
称
）　
本
支
部
は
旭
水
会
○
○
支
部
と
称
す
る
。

第
二
条
　（
事
務
所
）　
本
支
部
は
事
務
所
を
○
○
に
置
く
。

第
三
条
　（
目
的
お
よ
び
事
業
）　
会
員
相
互
の
親
睦
を
図
る
た
め
、次
の
事
業
を
行
う
。

⑴
　
会
員
の
親
睦
と
教
育
・
文
化
・
地
域
の
発
展
に
関
す
る
こ
と

⑵
　
会
員
の
動
静
把
握
に
関
す
る
こ
と

⑶
　
本
部
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と

そ
の
他
必
要
と
認
め
る
事
項

第
四
条
　（
役
員
）　
次
の
役
員
を
置
く
。 

 

⑴
　
支
部
長
一
名
。
総
会
に
お
い
て
会
員
中
よ
り
推
薦
す
る
。
支
部
長
は
支

部
を
代
表
し
本
部
と
の
連
絡
に
当
た
り
支
部
の
会
務
を
掌
理
す
る
。

 

⑵
　
副
支
部
長
若
干
名
。
支
部
長
が
会
員
中
よ
り
推
薦
し
総
会
の
承
認
を
経

る
も
の
と
す
る
。
副
支
部
長
は
支
部
長
を
補
佐
し
支
部
長
に
事
故
あ
る

と
き
は
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
。

 

⑶
　
監
事
若
干
名
。
総
会
に
お
い
て
選
出
さ
れ
、
会
計
を
監
査
す
る
。

 

⑷
　
幹
事
若
干
名
。
支
部
長
が
支
部
会
員
中
よ
り
委
嘱
す
る
。

幹
事
は
支
部
長
を
助
け
て
事
務
を
掌
る
。
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第
五
条
　（
任
期
）　
役
員
の
任
期
は
二
か
年
と
し
再
選
を
妨
げ
な
い
。

第
六
条
　（
本
部
代
議
員
）　
本
部
代
議
員
は
総
会
に
お
い
て
選
出
す
る
。

第
七
条
　（
会
計
）　
経
費
は
本
部
か
ら
の
交
付
金
を
も
っ
て
こ
れ
に
充
て
る
。

附
則
　
　
昭
和
三
十
七
年
二
月
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

昭
和
六
十
二
年
五
月
二
十
日
一
部
改
正

平
成
三
年
五
月
十
七
日
一
部
改
正

令
和
二
年
五
月
十
三
日
一
部
改
正

会
員
の
慶
祝
に
関
す
る
内
規

　
次
に
該
当
す
る
会
員
に
対
し
会
長
名
ま
た
は
支
部
長
名
で
祝
意
を
表
す
る
。

　
　
　
一
、
会
長
名
で
祝
意
を
表
す
る
事
項
（
国
、
県
の
段
階
）

①
　
生
存
者
叙
勲
の
受
章
者

②
　
褒
章
受
章
者

③
　
国
公
立
の
大
学
長
、 

学
部
長
に
就
任
し
た
者

④
　
国
公
立
学
校
の
校
長
新
任
者

⑤
　
学
位
取
得
者

⑥
　
知
事
当
選
者

⑦
　
国
会
、
県
議
会
議
員
当
選
者

⑧
　
各
大
臣
の
表
彰
者

⑨
　
県
知
事
、
県
教
育
委
員
会
の
表
彰
者

⑩
　
県
教
育
委
員
な
ら
び
に
教
育
長
就
任
者

⑪
　
そ
の
他
適
当
と
認
め
た
者

　
　
　
二
、
支
部
長
名
で
祝
意
を
表
す
る
事
項
（
市
町
村
の
段
階
）

①
　
市
町
村
長
当
選
者

②
　
市
町
村
長
の
表
彰
者

③
　
市
町
村
教
育
委
員
な
ら
び
に
教
育
長
就
任
者

④
　
そ
の
他
適
当
と
認
め
る
者

　
　
平
成
三
年
五
月
十
七
日
制
定

表
彰
規
程
内
規

　
こ
の
内
規
は
規
程
執
行
に
あ
た
っ
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
。 

一
、
表
彰
基
準

 

⑴
　
表
彰
規
程
第
三
条
表
彰
の
基
準
に
示
し
た 

「
顕
著
な
功
労
」 

を
条
件
と
し
、
原
則

と
し
て
下
記
の
要
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。 

①
表
彰
状
の
伝
達
は
、
支
部
総
会
ま
た
は
代
議
員
会
で
行
う
。 

②
功
労
賞
の
伝
達
は
、
代
議
員
会
で
行
う
。 

　
⑵
　
そ
の
他

①
　
⑴
の
要
件
に
か
か
わ
ら
ず
、
会
長
退
任
時
は
特
別
功
労
賞
、
相
応
の
期
間

の
副
会
長
退
任
時
に
功
労
賞
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

②
　
本
会
へ
の
顕
著
な
貢
献
が
認
め
ら
れ
る
個
人
・
団
体
に
感
謝
状
を
贈
る
こ

と
が
で
き
る
。

二
、
候
補
の
推
薦

　
　
　
受
賞
の
候
補
は
、
前
年
度
の
一
月
三
十
一
日
ま
で
に
推
薦
す
る
。 

三
、
被
表
彰
者
推
薦
様
式

年
　
月
　
日
　

　
　
　
旭
水
会
会
長
様

支
部
長
名
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

被
表
彰
候
補
者
の
推
薦

付
則
　
　
平
成
八
年
十
月
二
十
八
日
　
制
定

　
　
　
　
平
成
十
三
年
五
月
二
十
一
日
　
一
部
改
正

　
　
　
　
平
成
二
十
七
年
五
月
十
三
日
　
一
部
改
正

個　　　人

形
式

対
　
　
象

選
　
　
考

実
　
　
　
績

表
彰
状

本
部
・
支

部
へ
の
功

績
顕
著
な
者

◇
会
長
推
薦

◇
支
部
長
推
薦

本
部
継
続
役
員
歴
十
年
以
上

及
び
支
部
継
続
役
員
並
び
に

支
部
貢
献
歴
十
年
以
上
の

者
、
ま
た
は
十
年
未
満
の
功

績
顕
著
な
退
任
時

功
労
賞

表

彰

状

受

賞

者

◇
正
副
会
長
推
薦

表
彰
状
を
受
賞
し
た
者
で
、

更
に
役
員
歴
十
年
以
上
の

者
、
ま
た
は
十
年
未
満
の
功

績
顕
著
な
退
任
時

NO

支
部
名

氏
　
　
名

卒
年
次

実
　
績

推
薦
の
理
由


